
白川町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布

する。 

 

   令和７年１１月１日 

 

                         白川町長  佐 伯 正 貴 

 

白川町規則第３０号 

 

白川町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 

白川町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例施行規則（平成２４年白川町規則第１２号）

の一部を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（職務） （職務） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 実施隊は、鳥獣の保護及び管理並びに

狩猟の適正化に関する法律（平成１４年

法律第８８号。以下「鳥獣保護管理法」

という。）第２条第６項で規定する危険

鳥獣の捕獲等の任務を遂行するため、次

に掲げる職務を行う。 

(1) 緊急銃猟 鳥獣保護管理法第３４条

の２の規定による緊急銃猟 

(2) 緊急捕獲 緊急銃猟の条件が整わな

いため銃の使用が認められない場合に

おける、罠を使用した捕獲 

(3) 警戒活動 銃猟又は捕獲が完了しな

いで危険鳥獣が逃亡し、又は追い払い

できたが付近に潜む可能性が払拭でき

ない状況においてパトロール又は追い

払いに従事すること、若しくは出没情

報により町の要請に応じて現場に出動

すること。 

 

（服務） （服務） 

第６条 実施隊は、前条第１項の職務を行

うため、町長の定める被害防止計画に基

づき、隊長の招集に応じて、その任務に

従事する。 

第６条 実施隊は、前条      の職務を行

うため、町長の定める被害防止計画に基

づき、隊長の招集に応じて、その任務に

従事する。 



改 正 後 改 正 前 

２ 実施隊は、前項の場合のほか、緊急に

有害鳥獣又は危険鳥獣を捕獲する必要が

あると認められる場合には、町長の命ず

るところに従い、直ちにその任務に従事

しなければならない。 

２ 実施隊は、前項の場合のほか、緊急に

有害鳥獣            を捕獲する必要が

あると認められる場合には、町長の命ず

るところに従い、直ちにその任務に従事

しなければならない。 

３ 実施隊は、職務に従事したときは、実

施隊日誌（別記様式）を町長に提出しな

ければならない。ただし、前条第２項の

職務の場合については別に定める。 

（報酬） 

第７条 実施隊の報酬は、年額報酬及び出

動報酬とし、年額報酬の額は、白川町非

常勤の特別職職員の報酬に関する規則

（令和元年白川町規則第１８号）で定め

る。 

３ 実施隊は、職務に従事したときは、実

施隊日誌（別記様式）を町長に提出しな

ければならない。                     

                                

 （報酬） 

２ 年額報酬は、年の途中において、職に

就き、又は退職、失職、死亡等によりそ

の職を離れたときは、その月を算入した

月割りをもって計算した額を支給する。 

第７条 報酬    は、年の途中において、

職に就き、又は退職、失職、死亡等によ

りその職を離れたときは、その月を算入

した月割  をもって計算した額を支給す

る。 

３ 出動報酬は、任務の内容に応じて次に

掲げる額を支給する。 

(1) 緊急銃猟 １回につき５０，０００

円 

(2) 緊急捕獲 １回につき５０，０００

円 

(3) 警戒活動 １時間につき１，５００

円 

 

 

   附 則 

 （施行日） 

１ この規則は、令和７年１１月１日から施行する。 

 （白川町非常勤の特別職職員の報酬に関する規則の一部改正） 

２ 白川町非常勤の特別職職員の報酬に関する規則（令和元年白川町規則第１８号）の一部を

次のように改正する。 



改 正 後 改 正 前 

別表（第２条関係） 

鳥獣被害対策実施

隊員 

年額 １０，０００円 

緊急銃猟等は、町長が

別に定める額 
 

別表（第２条関係） 

鳥獣被害対策実施

隊員 

年額 １０，０００円 

 

 


